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府
民
税
の
均
等
割
額
が
変

わ
り
ま
す

　

府
で
は
、
森
林
の
公
益
的
機
能
の

維
持
増
進
に
必
要
な
財
源
（
森
林
環

境
税
）
を
確
保
す
る
た
め
、
28
年
度

〜
31
年
度
は
、
個
人
の
府
民
税
均
等

割
額
に
３
０
０
円
を
加
算
し
ま
す
。

問
合
先　

府
民
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

「
ピ
ピ
っ
と
ラ
イ
ン
」

　

☎
０
６
（
６
９
１
０
）
８
０
０
１

　

℻  
０
６
（
６
９
１
０
）
８
０
０
５

給
与
支
払
報
告
書
な
ど
は

２
月
１
日
㈪
ま
で
に

　

給
与
な
ど
の
支
払
者
は
、
２
月
１

日
㈪
ま
で
に「
給
与
支
払
報
告
書（
個

人
別
明
細
書
と
総
括
表
）」
を
住
所

地
の
市
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ｅエ

ル

タ

ッ

ク

ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
提
出
も
可
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

償
却
資
産
の
申
告
は

２
月
１
日
㈪
ま
で
に

　

市
内
に
固
定
資
産
税
対
象
の
償
却

資
産
（
事
業
用
の
機
械
・
器
具
・
備

品
な
ど
）
を
持
つ
個
人
・
法
人
（
事

業
用
資
産
の
貸
し
付
け
も
含
む
）
は
、

１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
の
申
告

が
必
要
で
す
。
28
年
度
の
申
告
分
か

ら
は
、
個
人
番
号
ま
た
は
法
人
番
号

の
記
載
と
、
申
告
書
提
出
の
際
に
本

人
確
認
書
類
の
提
示
（
郵
送
の
場
合

は
写
し
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
３
面
参
照
）

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
も
可
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
期
限　

２
月
１
日
㈪

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
か
ど
ま
12
月
号
４
面
「
償

却
資
産
の
申
告
」
で
「
27
年
１
月

１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。」
は
「
28
年
１
月
１

日
現
在
の
資
産
状
況
を
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。」
の
誤
り
で
す
。
お
詫

び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

申
告
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

日
曜
納
付
相
談

　

平
日
は
仕
事
な
ど
で
、
相
談
に
来

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と
き　

１
月
31
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

防

災

防

災

第
２
回
門
真
市
防
災
会
議

と
き

　

１
月
29
日
㈮
午
後
３
時
か
ら

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

内
容

　

門
真
市
地
域
防
災
計
画
案
な
ど

傍
聴
定
員　

10
人
（
先
着
順
）

傍
聴
受
付　

会
議
当
日
の
２
時
40
分

か
ら
会
場
に
直
接

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

と
こ
ろ　

大
阪
社
会
福
祉
指
導
セ
ン

タ
ー
（
大
阪
市
中
央
区
中
寺
１
‐

１
‐
54
）

※
傍
聴
定
員
に
限
り
あ
り

◆
公
述
の
申
し
出

提
出
期
限　

１
月
13
日
㈬
（
必
着
）

※
申
出
要
領
な
ど
詳
し
く
は
府
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.pref.

osaka.lg.jp/kankyohozen/
assess/

）
参
照

問
合
先　

府
環
境
保
全
課

　

☎
０
６
（
６
２
１
０
）
９
５
８
０

再
生
資
源
の
集
団
回
収
奨

励
金

◆
登
録
団
体
の
募
集

　

市
で
は
、
再
生
資
源
の
集
団
回
収

を
自
主
的
に
す
る
市
内
の
自
治
会
な

ど
営
利
を
目
的
と
し
な
い
団
体
に
、

回
収
量
に
応
じ
た
奨
励
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

※
事
前
の
団
体
登
録
が
必
要
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ

◆
27
年
下
半
期
分
の
交
付
申
請

受
付
期
間　

１
月
５
日
㈫
〜
20
日
㈬

の
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く

受
付
場
所　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
１

階
事
務
室

※
水
曜
日
は
３
階
事
務
室

対
象
と
な
る
再
生
資
源　

古
紙
（
新

聞
、
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
、
紙
パ

ッ
ク
）
、
古
布
、
廃
食
用
油

交
付
金
額

○
古
紙
・
古
布
…
１
㎏
あ
た
り
４
円

○
廃
食
用
油
…
１
ℓ
あ
た
り
４
円

問
合
先　

環
境
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
０
０
４
５

確
定
申
告
の
会
場
は

守
口
門
真
商
工
会
館
で
す

　

確
定
申
告
会
場
の
開
設
期
間
中
は
、

門
真
税
務
署
庁
舎
で
は
作
成
済
み
の

申
告
書
な
ど
の
受
け
付
け
（
提
出
）
、

納
税
、
納
税
証
明
書
の
発
行
・
交
付

の
み
行
い
ま
す
。

開
設
期
間

　

２
月
３
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈫

※
時
間
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

※
２
月
21
日
㈰
・
28
日
㈰
は
開
設

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

　

公
的
年
金
な
ど
の
合
計
収
入
金
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金

な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は

不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の

申
告
は
可
能
で
す
。

※
市
・
府
民
税
の
申
告
は
必
要
な
場

合
あ
り

記
帳
と
帳
簿
の
保
存

　

個
人
で
事
業
や
不
動
産
業
な
ど
を

営
む
す
べ
て
の
人
は
、
記
帳
や
帳
簿

な
ど
の
保
存
が
必
要
で
す
。

記
帳
内
容

　

収
入
金
額
・
必
要
経
費
に
関
す
る

事
項
、
取
引
年
月
日
、
金
額
な
ど

※
請
求
書
・
領
収
書
な
ど
は
整
理
し

て
保
存

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

確
定
申
告
は
３
月
15
日
㈫
ま
で
に

28
年
度
（
27
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き

　

２
月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫

※
時
間
は
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

※
２
月
21
日
㈰
は
午
前
10
時
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
３
時
に
開
設

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室
（
市
役
所

別
館
３
階
）

必
要
な
物

　

本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
郵
送
の
場
合
は
写
し

申
告
方
法　

直
接
ま
た
は
郵
送

※
時
間
は
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

受
付
内
容　

28
年
度
（
27
年
中
所
得
）

の
市
・
府
民
税
の
申
告

※
出
張
申
告
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

は
課
税
課
へ

　

市
役
所
で
は
「
確
定
申
告
書
（
税

務
署
分
）」
の
受
け
付
け
は
で
き
ま

せ
ん
。
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
門
真
税

務
署
の
確
定
申
告
会
場
へ
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

※
作
成
済
み
の
申
告
書
の
み
市
役

所
で
受
け
取
り
可

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

◆
市
・
府
民
税
の
申
告
が
不
要
な
人

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

・
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る

・
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
所
得
が
な
い
場
合
も
、
国
民
健
康

保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の
申

請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

◆
申
告
期
間
は
個
別
に
指
定

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
申
告
期

間
を
個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
指

定
期
間
は
、
１
月
21
日
㈭
発
送
予
定

の
申
告
書
封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
出
張
申
告
会

場と
き　

２
月
３
日
㈬
・
４
日
㈭

　

古
紙
・
古
布
の
持
去
り
行
為
を
抑

制
し
、
回
収
量
を
増
や
す
方
法
を
検

証
す
る
た
め
、
市
と
「
古
紙
・
古
布

有
価
物
売
却
契
約
」
を
締
結
す
る
事

業
者
か
ら
の
提
案
に
基
づ
き
、
古
紙
・

古
布
回
収
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま

す
。

実
施
期
間　

１
月
１
日
㈷
〜
３
月
31

日
㈭
の
古
紙
・
古
布
回
収
日
前
日

午
後
８
時
〜
翌
午
前
８
時

実
施
方
法

・
市
が
指
定
す
る
者
が
本
業
務
を
明

示
し
た
車
両
で
巡
回

・
持
去
り
行
為
へ
の
注
意
喚
起
な
ど

と
と
も
に
集
積
場
所
に
あ
る
古

紙
・
古
布
を
回
収

※
市
の
回
収
は
通
常
ど
お
り
収
集
日

の
午
前
９
時
か
ら
実
施

問
合
先　

環
境
政
策
課　
　

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
４
１
２
９

　

12
月
７
日
、
市
は
一
般
社
団
法
人

大
阪
府
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
北
東
支
部
と

「
災
害
時
等
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等

の
供
給
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
締

結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
に
よ
り
災
害
発
生
時
な

ど
に
は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給
・
設
備

工
事
な
ど
に
つ
い
て
、
大
阪
府
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
協
会
北
東
支
部
か
ら
の
協
力
が

得
ら
れ
ま
す
。

　

市
は
防
災
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、

今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
機
関
と
の

連
携
を
進
め
ま
す
。

災
害
時
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
が
供
給

大
阪
府
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
北
東
支
部
と
防
災
協
定

税

金

税

金

￥

※
混
雑
状
況
に
よ
り
午
後
４
時
ご
ろ

に
受
け
付
け
を
終
了
す
る
場
合
あ

り
と
こ
ろ　

守
口
門
真
商
工
会
館

　

（
殿
島
町
６
‐
４
）

※
申
告
会
場
で
は
納
税
不
可

※
贈
与
税
の
申
告
相
談
も
受
け
付
け

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
定
申
告
書
な
ど
が
作
成

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.nta.go.jp/

）
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
申
告

書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。
給
与
所

得
者
ま
た
は
公
的
年
金
所
得
者
向
け

の
申
告
書
作
成
ペ
ー
ジ
を
新
設
し
、

初
め
て
の
人
で
も
操
作
し
や
す
く
な

っ
て
い
ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
は
、
印
刷
し
て

郵
送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

※
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
に
よ
る
提
出
も

可
。
詳
し
く
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.e-tax.

nta.go.jp/

）
を
参
照

市
・
府
民
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
延
長
・
拡
充

　

27
年
税
法
改
正
で
、
適
用
期
限
が

31
年
６
月
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象　

平
成
11
年
１
月
１
日
〜
18
年

12
月
31
日
ま
た
は
21
年
１
月
１
日

以
降
に
入
居
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
可
能
額
が
所
得
税
か
ら
控
除
し

き
れ
な
い
人

控
除
額

　

次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
少
な
い
額

・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額

・
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な
ど

の
５
%
（
26
年
４
月
以
降
の
入
居

で
条
件
を
満
た
せ
ば
７
%
）

控
除
限
度
額　

９
万
７
５
０
０
円

※
26
年
４
月
以
降
の
入
居
で
条
件
を

満
た
せ
ば
13
万
６
５
０
０
円

◆
申
告
方
法

○
年
末
調
整
を
す
る
給
与
所
得
者
…

　

初
回
は
税
務
署
で
確
定
申
告
。
２

年
目
以
降
は
年
末
調
整
時
に
勤
務

先
に
申
告

○
年
末
調
整
を
し
な
い
人
…
税
務
署

で
確
定
申
告

※
給
与
所
得
者
で
も
初
年
度
は
確
定

申
告
が
必
要

※
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
ま
で

に
申
告
が
必
要

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
簡
単
に
口
座

振
替
手
続
き
が
で
き
る
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
物　

金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

※
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
２
５

環

境

環

境

（
仮
称
）淀
川
左
岸
線
延
伸

部
環
境
影
響
評
価
準
備
書

の
公
聴
会

　

大
阪
府
で
は
、
「（
仮
称
）
淀
川

左
岸
線
延
伸
部
環
境
影
響
評
価
準
備

書
」
に
つ
い
て
環
境
保
全
の
見
地
か

ら
の
住
民
意
見
を
聴
く
た
め
、
公
聴

会
を
開
き
ま
す
。
公
述
申
出
を
受
け

付
け
ま
す
。
申
出
が
な
い
場
合
は
、

公
聴
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
公
聴
会

と
き　

１
月
24
日
㈰

　

午
後
２
時
か
ら

門真
税務署近

畿
自
動
車
道
確定申告会場

至京橋

国道163号線

早
川
禎
信
・
大
阪
府
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
北
東

支
部
長（
右
）と
園
部
一
成
門
真
市
長（
左
）

古
紙
・
古
布
の
回
収
パ
ト
ロ
ー
ル

古
紙
・
古
布
の
回
収
パ
ト
ロ
ー
ル
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